
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  ウィークリーマンション費用と消費税            

Ｑ：当社では、長期で出張する場合にウィ

ークリーマンションを使おうと思っています。

この場合の消費税の取扱いは、どのようにな

りますか？                                        

                                             

Ａ：１ヶ月未満の利用の場合及びそのウィ

ークリーマンションが旅館業として行われて

いる場合には課税仕入となります。 

【解説】 

社員が長期出張する場合に、ウィークリー

マンションやマンスリーマンションを利用す

る企業も多いようですが、これらのマンショ

ンを利用する場合の費用は、そのウィークリ

ーマンション等が旅館業に該当するものなの

かどうか等によって、取扱いが違うことにな

っています。 

すなわち、住宅の貸付けに係る対価は非課

税扱いですから課税仕入に該当しませんが、

貸付期間が１ヶ月に満たない場合や旅館業法

における旅館業に係る施設の貸付けは課税仕

入に該当することになっていますので、その

ウィークリーマンションが旅館業として行っ

ている場合であれば、その費用は期間に関係

なく課税仕入に該当しますが、旅館業として

行っていない場合には、１ヶ月以上であれば

非課税、１ヶ月未満であれば課税仕入に該当

することになります。 

一般的には旅館業に該当する場合が多いよ

うですが、どちらか不明な場合には確認が必

要になることもあるでしょう。 
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